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釧路市報告第８号 

 

「令和７年度釧路市一般会計予算繰越明許費繰越計算書」報告の件 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定に

基づき、「令和７年度釧路市一般会計予算繰越明許費繰越計算書」を次のと

おり調製したので、報告する。 

記 

令和７年度釧路市一般会計予算繰越明許費繰越計算書 

（別 紙） 

 

令和８年６月１１日 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

令和７年度釧路市一般会計予算繰越明許費に係る津波一時避難場所整備事

業ほか１７事業について、繰り越すべき必要が生じたので、報告するもので

ある。 

 

（ 参 考 ）  

 

地 方 自 治 法 抜 粋  

 

（ 繰 越 明 許 費 ）  

第 ２ １ ３ 条  歳 出 予 算 の 経 費 の う ち そ の 性 質 上 又 は 予 算 成 立 後 の 事 由 に 基 づ

き 年 度 内 に そ の 支 出 を 終 わ ら な い 見 込 み の あ る も の に つ い て は 、 予 算 の 定

め る と こ ろ に よ り 、 翌 年 度 に 繰 り 越 し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 翌 年 度 に 繰 り 越 し て 使 用 す る こ と が で き る 経 費 は 、 こ

れ を 繰 越 明 許 費 と い う 。  

 

地 方 自 治 法 施 行 令 抜 粋  

 

（ 繰 越 明 許 費 ）  

第 １ ４ ６ 条  地 方 自 治 法 第 ２ １ ３ 条 の 規 定 に よ り 翌 年 度 に 繰 り 越 し て 使 用 し

よ う と す る 歳 出 予 算 の 経 費 に つ い て は 、 当 該 経 費 に 係 る 歳 出 に 充 て る た め

に 必 要 な 金 額 を 当 該 年 度 か ら 翌 年 度 に 繰 り 越 さ な け れ ば な ら な い 。  
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２  普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 繰 越 明 許 費 に 係 る 歳 出 予 算 の 経 費 を 翌 年 度 に

繰 り 越 し た と き は 、 翌 年 度 の ５ 月 ３ １ 日 ま で に 繰 越 計 算 書 を 調 製 し 、 次 の

会 議 に お い て こ れ を 議 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ ３ 項  略 ）  
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釧路市報告第９号 

 

令和７年度釧路市水道事業会計継続費の繰り越しに関する報告の件 

 

地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８条の２第１項

の規定に基づき、令和７年度釧路市水道事業会計の継続費繰越額の使用に関

する計画を、次のとおり報告する。 

記 

令和７年度釧路市水道事業会計継続費繰越計算書 

（別 記） 

 

令和８年６月１１日 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

愛国浄水場浄水施設プラント設備工事監理業務に係る令和７年度釧路市水

道事業会計継続費について、繰り越すべき額が生じたので、報告するもので

ある。 

 

（ 参 考 ）  

 

地 方 公 営 企 業 法 施 行 令 抜 粋  

 

（ 継 続 費 ）  

第 １ ８ 条 の ２  地 方 公 営 企 業 の 継 続 費 に 係 る 毎 事 業 年 度 の 支 出 予 定 額 の う ち 、

当 該 事 業 年 度 内 に 支 払 義 務 が 生 じ な か つ た も の が あ る 場 合 に お い て は 、 管

理 者 は 、 そ の 額 を 継 続 年 度 の 終 わ り ま で 逓 次 繰 り 越 し て 使 用 す る こ と が で

き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 管 理 者 は 、 地 方 公 共 団 体 の 長 に 、 継 続 費 繰 越

額 の 使 用 に 関 す る 計 画 に つ い て 、 継 続 費 繰 越 計 算 書 を も つ て 翌 事 業 年 度 の

５ 月 ３ １ 日 ま で に 報 告 す る も の と し 、 報 告 を 受 け た 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、

次 の 会 議 に お い て そ の 旨 を 議 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 以 下  略 ）  
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釧路市報告第１０号 

 

「令和７年度釧路市水道事業会計予算繰越計算書」報告の件 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に基

づき、令和７年度釧路市水道事業会計予算の繰越額の使用に関する計画を、

次のとおり報告する。 

記 

令和７年度釧路市水道事業会計予算繰越計算書 

（別 記） 

 

令和８年６月１１日 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

令和７年度釧路市水道事業会計予算のうち、建設改良費について、繰り越

すべき額が生じたので、報告するものである。 

 

（ 参 考 ）  

 

地 方 公 営 企 業 法 抜 粋  

 

（ 予 算 の 繰 越 ）  

第 ２ ６ 条  予 算 に 定 め た 地 方 公 営 企 業 の 建 設 又 は 改 良 に 要 す る 経 費 の う ち 、

年 度 内 に 支 払 義 務 が 生 じ な か つ た も の が あ る 場 合 に お い て は 、 管 理 者 は 、

そ の 額 を 翌 年 度 に 繰 り 越 し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

（ ２ 項  略 ）  
３  前 ２ 項 の 規 定 に よ り 予 算 を 繰 り 越 し た 場 合 に お い て は 、 管 理 者 は 、 地 方

公 共 団 体 の 長 に 繰 越 額 の 使 用 に 関 す る 計 画 に つ い て 報 告 を す る も の と し 、

報 告 を 受 け た 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 次 の 会 議 に お い て そ の 旨 を 議 会 に 報 告

し な け れ ば な ら な い 。  
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釧路市報告第１１号 

 

「令和７年度釧路市下水道事業会計予算繰越計算書」報告の件 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に基

づき、令和７年度釧路市下水道事業会計予算の繰越額の使用に関する計画を、

次のとおり報告する。 

記 

令和７年度釧路市下水道事業会計予算繰越計算書 

（別 記） 

 

令和８年６月１１日 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

令和７年度釧路市下水道事業会計予算のうち、建設改良費について、繰り

越すべき額が生じたので、報告するものである。 
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釧路市報告第１２号 

 

   工事請負契約変更報告の件 

 

令和７年第４回釧路市議会６月定例会において議決を経た、星が浦川河川

改修工事（１工区）に係る工事請負契約を、次のとおり変更したので報告す

る。 

記 

３契約金額中「２０７,３５０,０００円」を「２０９,９５７,０００円」

に改める。 

 

令和８年６月１１日 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

 （説明） 

 星が浦川河川改修工事（１工区）に関し、契約金額を変更する特別処分を

したので、議会の議決に付すべき契約に関する条例第４条第２項の規定に基

づき報告するものである。 

 

（ 参 考 ）  

 

議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 に 関 す る 条 例 抜 粋  

 

（ 契 約 変 更 の 特 別 処 分 ）  

第 ４ 条  第 ２ 条 の 契 約 に つ い て 、 次 に 掲 げ る 契 約 の 変 更 を 必 要 と す る と き は 、

市 長 は 、 議 会 の 議 決 を 経 な い で 、 こ れ を 変 更 す る こ と が で き る 。  

( 1 )  設 計 変 更 の 程 度 が 、 著 し い 変 更 又 は 重 要 部 分 で な い 場 合 で 、 か つ 、 契

約 金 額 の １ 割 以 内 の 契 約 変 更  

（ ２ 号  略 ）  

２  前 項 の 規 定 に よ る 処 置 に つ い て は 、 市 長 は 、 次 の 議 会 に お い て こ れ を 報

告 し な け れ ば な ら な い 。  

 

議 案 第 ６ ８ 号  

 

工 事 請 負 契 約 の 締 結 に 関 す る 件  
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星 が 浦 川 河 川 改 修 工 事 （ １ 工 区 ） に 関 し 、 次 に よ り 請 負 契 約 を 締 結 す る 。  

記  

１  契 約 の 目 的    星 が 浦 川 河 川 改 修 工 事 （ １ 工 区 ）  

２  契 約 の 方 法    一 般 競 争 入 札  

３  契 約 金 額    ２ ０ ７ , ３ ５ ０ , ０ ０ ０ 円  

４  契 約 の 相 手 方    釧 路 市 入 江 町 ４ 番 １ ０ 号  

三 ッ 輪 ・ 沢 田 ・ 坂 野 特 定 共 同 企 業 体  

代 表 者  三 ッ 輪 建 設 工 業 株 式 会 社  

代 表 取 締 役  髙  橋  政  史  

５  工 期    契 約 の 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 ２ ５ 日 ま で  

 

令 和 ７ 年 ６ 月 １ ２ 日 提 出  

釧 路 市 長  鶴  間  秀  典  
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釧路市報告第１３号 

 

工事請負契約変更報告の件 

 

令和７年第４回釧路市議会６月定例会において議決を経た、令和７年度公

営住宅等解体工事（美原団地Ｍ３・４）に係る工事請負契約を、次のとおり

変更したので報告する。 

記 

３契約金額中「１８２,６００,０００円」を「１８９,９１５,０００円」

に改める。 

 

令和８年６月１１日 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

令和７年度公営住宅等解体工事（美原団地Ｍ３・４）に関し、契約金額を

変更する特別処分をしたので、議会の議決に付すべき契約に関する条例第４

条第２項の規定に基づき報告するものである。 

 

（ 参 考 ）  

 

議 案 第 ７ ７ 号  

 

工 事 請 負 契 約 の 締 結 に 関 す る 件  

 

令 和 ７ 年 度 公 営 住 宅 等 解 体 工 事 （ 美 原 団 地 Ｍ ３ ・ ４ ） に 関 し 、 次 に よ り 請

負 契 約 を 締 結 す る 。  

記  

１  契 約 の 目 的    令 和 ７ 年 度 公 営 住 宅 等 解 体 工 事 （ 美 原 団 地 Ｍ ３

・ ４ ）  

２  契 約 の 方 法    一 般 競 争 入 札  

３  契 約 金 額    １ ８ ２ , ６ ０ ０ , ０ ０ ０ 円  

４  契 約 の 相 手 方    釧 路 市 住 之 江 町 ２ 番 ７ 号  

タ カ オ 工 業 株 式 会 社  

代 表 取 締 役  池  田   優  

５  工 期    契 約 の 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 １ ０ 日 ま で  
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令 和 ７ 年 ６ 月 １ ２ 日 提 出  

釧 路 市 長  鶴  間  秀  典  
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釧路市報告第１４号 

 

   工事請負契約変更報告の件 

 

 令和７年第４回釧路市議会６月定例会において議決を経た、釧路市学校給

食センター解体工事に係る工事請負契約を、次のとおり変更したので報告す

る。 

記 

 ３契約金額中「２３９,８００,０００円」を「２４７,５５５,０００円」

に改める。 

  

  令和８年６月１１日 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

  

（説明） 

釧路市学校給食センター解体工事に関し、契約金額を変更する特別処分を

したので、議会の議決に付すべき契約に関する条例第４条第２項の規定に基

づき報告するものである。 

 

（ 参 考 ）  

 

議 案 第 ７ ８ 号  

 

工 事 請 負 契 約 の 締 結 に 関 す る 件  

 

釧 路 市 学 校 給 食 セ ン タ ー 解 体 工 事 に 関 し 、 次 に よ り 請 負 契 約 を 締 結 す る 。  

記  

１  契 約 の 目 的    釧 路 市 学 校 給 食 セ ン タ ー 解 体 工 事  

２  契 約 の 方 法    一 般 競 争 入 札  

３  契 約 金 額    ２ ３ ９ , ８ ０ ０ , ０ ０ ０ 円  

４  契 約 の 相 手 方    釧 路 市 材 木 町 １ ５ 番 １ ７ 号  

あ 葵 ・ 北 東 特 定 共 同 企 業 体  

             代 表 者  葵 建 設 株 式 会 社  

               代 表 取 締 役 社 長  大  水  賢  一  

５  工 期    契 約 の 日 か ら 令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ７ 日 ま で  
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令 和 ７ 年 ６ 月 １ ２ 日 提 出  

釧 路 市 長  鶴  間  秀  典  
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釧路市報告第１５号 

 

   工事請負契約変更報告の件 

 

 令和７年第４回釧路市議会６月定例会において議決を経た、旧図書館解体

工事に係る工事請負契約を、次のとおり変更したので報告する。 

記 

 ３契約金額中「２１５,０５０,０００円」を「２１９,１９７,０００円」

に改める。 

 

  令和８年６月１１日 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

  

（説明） 

旧図書館解体工事に関し、契約金額を変更する特別処分をしたので、議会

の議決に付すべき契約に関する条例第４条第２項の規定に基づき報告するも

のである。 

 

（ 参 考 ）  

 

議 案 第 ７ ９ 号  

 

工 事 請 負 契 約 の 締 結 に 関 す る 件  

 

旧 図 書 館 解 体 工 事 に 関 し 、 次 に よ り 請 負 契 約 を 締 結 す る 。  

記  

１  契  約  の  目  的    旧 図 書 館 解 体 工 事  

２  契  約  の  方  法    一 般 競 争 入 札  

３  契  約  金  額    ２ １ ５ , ０ ５ ０ , ０ ０ ０ 円  

４  契  約  の  相  手  方      釧 路 市 春 採 ６ 丁 目 １ 番 ５ 号  

宮 脇 ・ 浅 利 特 定 共 同 企 業 体  

代 表 者  宮 脇 土 建 株 式 会 社  

代 表 取 締 役  濁  沼  英  一  

５  工 期      契 約 の 日 か ら 令 和 ８ 年 ３ 月 １ ８ 日 ま で  

 

令 和 ７ 年 ６ 月 １ ２ 日 提 出  

釧 路 市 長  鶴  間  秀  典  
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釧路市報告第１６号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分をしたので報告する。 

記 

市は、釧路市役所本庁舎前特定屋外喫煙場所において発生した負傷事故に

関し、次のとおり損害賠償の額を定め、及び和解を成立させるものとする。 

１ 事故発生年月日及び場所 

令和７年１２月１５日 

釧路市黒金町７丁目５番地 釧路市役所本庁舎前特定屋外喫煙場所 

２ 損害賠償の額    １９,８４１円 

３ 和解成立の方針 

(1) 市は、和解の相手方に対し、損害賠償金として１９,８４１円を負担

する。 

(2) 和解の相手方は、本件事故に関し、市に対し、その他いかなる請求も

しない。 

４ 損害賠償及び和解の相手方 

別 添 

 

令和８年６月１１日 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

釧路市役所本庁舎前特定屋外喫煙場所において発生した負傷事故に関し、

損害賠償の額を定め、及び和解を成立させる専決処分をしたので、地方自治

法第１８０条第２項の規定に基づき、報告するものである。 
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（ 参 考 ）  

 

地 方 自 治 法 抜 粋  

 

（ 議 会 の 委 任 に よ る 専 決 処 分 ）  

第 １ ８ ０ 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 権 限 に 属 す る 軽 易 な 事 項 で 、 そ の 議

決 に よ り 特 に 指 定 し た も の は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 に お い て 、 こ れ を 専

決 処 分 に す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 専 決 処 分 を し た と き は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 こ

れ を 議 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 

専 決 処 分 事 項 指 定 の 件  

（ 平 成 １ ７ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日 議 決 ）  

 

議 会 の 権 限 に 属 す る 次 に 掲 げ る 事 項 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６

７ 号 ） 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 市 長 の 専 決 処 分 事 項 と し て 指 定 す る 。  

(1) 市 有 財 産 に つ い て 不 法 行 為 又 は 契 約 不 履 行 が あ っ た 場 合 に お い て 、 市

が 提 起 す る 訴 訟 の 目 的 の 価 額 が １ ０ ０ 万 円 未 満 の 訴 訟 、 和 解 及 び 調 停 に

関 す る こ と 。  

(2) １ 件 の 金 額 が １ ０ ０ 万 円 未 満 の 法 律 上 市 の 義 務 に 属 す る 損 害 賠 償 の 額

を 定 め 、 及 び 和 解 又 は 調 停 を 成 立 さ せ る こ と 。  
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釧路市報告第１７号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分をしたので報告する。 

記 

市は、消防本部庁舎敷地内において発生した物損事故に関し、次のとおり

損害賠償の額を定め、及び和解を成立させるものとする。 

１ 事故発生年月日及び場所 

令和７年１１月１日 

釧路市南浜町４番８号 消防本部庁舎敷地内 

２ 損害賠償の額    ８４７,１６５円 

３ 和解成立の方針 

(1) 市は、和解の相手方に対し、損害賠償金として８４７,１６５円を負

担する。 

(2) 和解の相手方は、本件物損事故に関し、市に対し、その他いかなる請

求もしない。 

４ 損害賠償及び和解の相手方 

別 添 

 

令和８年６月１１日 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（説明） 

 消防本部庁舎敷地内において発生した物損事故に関し、損害賠償の額を定

め、及び和解を成立させる専決処分をしたので、地方自治法第１８０条第２

項の規定に基づき、報告するものである。 
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釧路市報告第１８号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分をしたので報告する。 

記 

市は、市道上において発生した物損事故に関し、次のとおり損害賠償の額

を定め、及び和解を成立させるものとする。 

１ 事故発生年月日等、損害賠償の額及び相手方 

番号 事故発生年月日 事故発生場所 
損害賠償 

の額 

損害賠償及

び和解の相

手方 

１ 令和８年３月６日 

釧路市白金町２２番地

先 

市道鉄北西１０号 

315,493円 別添中番号

１ 

２ 令和８年３月６日 

釧路市大楽毛北１丁目

１番地先 

市道おたのしけ東１号 

13,640円 別添中番号

２ 

３ 令和８年３月11日 

釧路市新栄町１８番地

先 

市道鉄北西２線 

259,676円 別添中番号

３ 

４ 令和８年３月12日 

釧路市大楽毛北１丁目

１５番地先 

市道おたのしけ東８線 

10,626円 別添中番号

４ 

２ 和解成立の方針 

(1) 市は、和解の相手方に対し、損害賠償金としてそれぞれ前項の表に掲

げる損害賠償の額を負担する。 

(2) 和解の相手方は、本件物損事故に関し、市に対し、その他いかなる請

求もしない。 

     

令和８年６月１１日 

釧路市長 鶴 間 秀 典 
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（説明） 

市道上において発生した物損事故に関し、損害賠償の額を定め、及び和解

を成立させる専決処分をしたので、地方自治法第１８０条第２項の規定に基

づき、報告するものである。 
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釧路市報告第１９号 

 

釧路西港開発埠頭株式会社の経営状況説明書提出の件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基

づき、釧路西港開発埠頭株式会社の経営状況を説明する書類を、次のとおり

提出する。 

記 

１ 第５８期事業計画に関する書類 

（別紙１のとおり） 

２ 第５７期決算に関する書類 

（別紙２のとおり） 

 

令和８年６月１１日 

釧路市長 鶴 間 秀 典 

 

（ 参 考 ）  

 

地 方 自 治 法 抜 粋  

 

（ 財 政 状 況 の 公 表 等 ）  

第 ２ ４ ３ 条 の ３  （ １ 項  略 ）  

２  普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 第 ２ ２ １ 条 第 ３ 項 の 法 人 に つ い て 、 毎 事 業 年

度 、 政 令 で 定 め る そ の 経 営 状 況 を 説 明 す る 書 類 を 作 成 し 、 こ れ を 次 の 議 会

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ ３ 項  略 ）  

 （ 予 算 の 執 行 に 関 す る 長 の 調 査 権 等 ）  

第 ２ ２ １ 条  （ １ 、 ２ 項  略 ）  

３  前 ２ 項 の 規 定 は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 が 出 資 し て い る 法 人 で 政 令 で 定 め る

も の 、 普 通 地 方 公 共 団 体 が 借 入 金 の 元 金 若 し く は 利 子 の 支 払 を 保 証 し 、 又

は 損 失 補 償 を 行 う 等 そ の 者 の た め に 債 務 を 負 担 し て い る 法 人 で 政 令 で 定 め

る も の 及 び 普 通 地 方 公 共 団 体 が 受 益 権 を 有 す る 信 託 で 政 令 で 定 め る も の の

受 託 者 に こ れ を 準 用 す る 。  

 

地 方 自 治 法 施 行 令 抜 粋  

 

（ 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 の 調 査 等 の 対 象 と な る 法 人 等 の 範 囲 ）   

第 １ ５ ２ 条  地 方 自 治 法 第 ２ ２ １ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 普 通 地 方 公 共 団 体 が 出

資 し て い る 法 人 で 政 令 で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る 法 人 と す る 。   
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（ １ 号  略 ）  

( 2 )  当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 が 資 本 金 、 基 本 金 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る も の の

２ 分 の １ 以 上 を 出 資 し て い る 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 並 び に 株 式

会 社  

 （ ３ 号  略 ）  

 （ ２ ～ ５ 項  略 ）  

 （ 法 人 の 経 営 状 況 等 を 説 明 す る 書 類 ）  

第 １ ７ ３ 条 の ５  地 方 自 治 法 第 ２ ４ ３ 条 の ３ 第 ２ 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る

そ の 経 営 状 況 を 説 明 す る 書 類 は 、 当 該 法 人 の 毎 事 業 年 度 の 事 業 の 計 画 及 び

決 算 に 関 す る 書 類 と す る 。  

（ ２ 項  略 ）  
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（別紙１） 

第５８期事業計画概要 

 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日までにおける事業計画の概要は、次の

とおりとする。 

 

１ 営業概要 

(1) 釧路港港湾施設管理業務 

釧路市が所有する下記施設の管理業務 

 

  ア 上     屋     西 港 区 １ ０ 棟    40,997㎡ 

イ オープンヤード     東   港   区        36,739㎡ 

              西   港   区    145,982㎡ 

ウ 水 面 貯 木 場     整 理 水 面        80,000㎡ 

              貯 木 水 面        26,452㎡ 

エ 荷 役 機 械     石 炭 荷 役 機 械            １基 

              ガントリークレーン      １基 

オ 港 湾 敷 地     中 央 埠 頭 背 後        39,194㎡ 

              水面貯木場背後       235,918㎡ 

 

(2) 西港建設合同事務所貸室業 

当社が所有する下記施設の賃貸事務 

西港建設合同事務所  西港３丁目１０３番    １階床面積 649.48㎡ 

             １棟（貸事務所15室）    ２階床面積 649.48㎡ 

                            計   1,298.96㎡ 

 

(3) 釧路港西港区第２埠頭特定埠頭運営事業 

当社が所有する穀物アンローダ（３基）及びその附帯施設による特定埠頭の

運営 
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予 定 貸 借 対 照 表                  

令和９年３月31日現在 

資 産 の 部              負 債 の 部              

科 目       金 額     科 目       金 額     

 

流 動 資 産       

現 金 預 金 

未 収 金 

立 替 金 

 

 

固 定 資 産       

電 話 加 入 権 

合 同 事 務 所 

投 資 

穀 物 荷 役 機 械 

千円 

 

596,521 

95,650 

16 

 

 

 

80 

8,074 

10 

2,422,881 

 

 

流 動 負 債       

未 払 金 

預 り 金 

仮 受 金 

納 税 充 当 金 

消 費 税 

固 定 負 債       

退職給与引当金 

借 入 金 

修 繕 引 当 金 

千円 

 

100,153 

388 

79,520 

62,035 

7,158 

 

5,507 

2,678,060 

500 

純  資  産  の  部 

株 主 資 本 

資 本 金 

  利 益 剰 余 金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

 

25,000 

 

 

164,911 

合 計        3,123,232 合 計        3,123,232 

予 定 損 益 計 算 書                  

自 令和８年４月１日 

至 令和９年３月31日 

科 目       収 益      費 用      損 益      

 

経 常 損 益        

営 業 損 益 

営 業 収 益 

営 業 費 

営 業 利 益 

営業外損益 

営 業 外 収 益 

営 業 外 費 用 

経 常 利 益 

特 別 利 益 

特 別 損 失 

税引前当期利益 

法 人 税 

当 期 純 利 益 

千円 

 

 

927,693 

 

 

 

4,788 

 

 

 

 

千円 

 

 

 

872,425 

 

 

 

33,216 

 

 

 

千円 

 

 

 

 

55,268 

 

 

 

26,840 

194,307 

29,738 

191,409 

62,138 

129,271 
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（別紙２） 

貸 借 対 照 表                  

令和８年３月31日現在 

資 産 の 部              負 債 の 部              

科 目       金 額     科 目       金 額     

 

流 動 資 産       

現 金 預 金 

未 収 金 

立 替 金 

 

 

固 定 資 産       

電 話 加 入 権 

合 同 事 務 所 

投 資 

穀 物 荷 役 機 械 

円 

 

427,026,384 

182,464,561 

1,574,960 

 

 

 

80,300 

8,826,658 

10,000 

2,559,749,557 

 

 

流 動 負 債       

未 払 金 

預 り 金 

仮 受 金 

納 税 充 当 金 

消 費 税 

固 定 負 債       

退職給与引当金 

借 入 金 

修 繕 引 当 金 

円 

 

185,333,448 

387,458 

79,520,590 

79,900 

3,979,000 

 

5,507,415 

2,843,784,000 

500,000 

純  資  産  の  部 

株 主 資 本 

資 本 金 

  利 益 剰 余 金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

 

25,000,000 

 

 

35,640,609 

合 計        3,179,732,420 合 計        3,179,732,420 

損 益 計 算 書                  

自 令和７年４月１日 

至 令和８年３月31日 

科 目       収 益      費 用      損 益      

 

経 常 損 益        

営 業 損 益 

営 業 収 益 

営 業 費 

営 業 利 益 

営業外損益 

営 業 外 収 益 

営 業 外 費 用 

経 常 利 益 

特 別 損 失 

税引前当期損失 

法 人 税 等 

当 期 純 損 失 

円 

 

 

977,579,979 

 

 

 

423,586 

 

 

 

 

円 

 

 

 

916,831,913 

 

 

 

36,036,065 

 

 

 

円 

 

 

 

 

60,748,066 

 

 

 

25,135,587 

51,841,600 

26,706,013 

551,600 

27,257,613 
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株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 

自 令和７年４月１日 

至 令和８年３月31日 

円 

株主資本 

 資本金          前期末残高及び当期末残高        25,000,000 

 利益剰余金 

  その他利益剰余金 

繰越利益剰余金    前期末残高                        62,898,222 

             当期変動額 当期純損失           27,257,613 

             当期末残高                         35,640,609 

 

利益剰余金合計      前期末残高                        62,898,222 

             当期変動額                 △27,257,613 

             当期末残高                         35,640,609 

 

株主資本合計        前期末残高                        87,898,222 

             当期変動額                       △27,257,613 

             当期末残高                        60,640,609 

 

純資産合計         前期末残高                        87,898,222 

             当期変動額                       △27,257,613 

             当期末残高                         60,640,609 
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